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平成２８年１２月９日（金）午後３時００分 米沢市農業委員会第２９回農地部会を米沢市役

所３階庁議室に招集した。 

 

 出席委員（１８名） 

  １番 吉田健二 委員 

  ２番 大橋久芳 委員 

  ３番 佐藤健一 委員 

  ４番 高橋祐弘 委員 

  ５番 二宮啓一 委員 

  ６番 長谷部秀昭 委員 

  ７番 中根友裕 委員 

  ８番 高橋信夫 委員 

  ９番 鈴木孝一 委員 

 １０番 佐久間英之 委員 

 １１番 上村貞義 委員 

 １２番 中村圭介 委員 

 １３番 菅野英一郎 委員 

 １４番 安部輝雄 委員 

１５番 伊藤精司 委員 

１６番 高橋秀治 委員 

１７番 大野澤 進 委員 

１８番 石川正義 委員 

 

 

 

 欠席通告委員（なし） 

 

 

 遅刻通告委員（なし） 

 

 

 部会委員以外の出席委員（なし） 

 

 

 部会委員以外の出席者（１名） 

  農林課 齋藤裕太 

 

 

 会議に出席した事務局職員（６名） 

   事 務 局 長   町 田 和 利 

   事務局長補佐兼農政振興主査   岩 倉   司 

   農 地 主 査   戸 田 美恵子 

   主 査   水 谷 春 栄 

   主 査   佐 藤 秀 洋 

   主      事   渡 部 史 紀 
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 会議に付議した事項 

 

  報第１号   非農地証明の報告について 

 

  報第２号   農地パトロール結果報告について 

 

  議第１号   農地法第１８条第１項第２号該当による同条第６項の通知について 

 

  議第２号   農地法第３条第１項の規定による許可について 

 

  議第３号   事業計画変更申請について 

 

  議第４号   農地法第５条第１項の規定による申請に対する許可申請について 

 

  議第５号   農用地利用集積計画について 

 

  議第６号   土地改良事業参加資格交替の承認について 

 

  議第７号   相続税納税猶予に関する農業経営証明について 

 

  議第８号   米沢農業振興地域整備計画の変更について 

 

  議第９号   農地中間管理事業に係る農用地利用配分計画（案）について 
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開  会   午後３時００分 

 

議  長    では、師走というようなことで、大変お忙しい中、私も時間を見落として

しまって、申しわけありませんでした。きょうは、この後先が詰まっており

ます。スムーズに部会を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

        それでは、ただいまより第２９回農地部会を開会いたします。 

        初めに、「農業委員憲章」の唱和をお願いいたします。発声は１０番佐久

間英之委員にお願いします。 

       （唱和） 

        本日の出席委員は１８名中１８名であり、去る１２月７日に通知しました

第２９回農地部会は成立いたしました。 

        今回の議事録署名委員には、１０番佐久間英之委員、１１番上村貞義委員

を指名いたします。 

       早速議事に入りますが、その前に議案の訂正や議事運営について事務局か

らありませんか。 

戸田農地主査   （挙手） 

議  長    戸田主査。 

戸田農地主査    議案の訂正などはありませんので、よろしくお願いいたします。 

議  長    それでは、報第１号 非農地証明の報告について、を議題といたします。

議案の内容について、事務局より説明をお願いします。 

渡部主事   （挙手） 

議  長    渡部主事。 

渡部主事    報第１号 非農地証明の報告について。下記の土地について、農地及び採

草放牧地のいずれでもないことを証明しましたので報告します。 

        受理番号４１号から４５号までの計５件。田１筆 １６２㎡、畑６筆 １，

３６６㎡、合計７筆 １，５２８㎡です。 

        受理番号４１号 申請人 ○○○○、所有者も同一であります。土地の表

示と地積につきましては記載のとおりです。田から宅地への転用です。転用

年月日は平成２年です。申請理由は、平成２年から格納庫建設用地として使

用しているためです。 

        受理番号４２号 申請人 ○○○○、所有者も同一であります。土地の表

示と地積につきましては記載のとおりです。畑から宅地への転用です。転用

年月日は昭和５２年１２月３日、昭和５３年７月１５日です。申請理由は、

昭和５２年１２月３日付指令農構第７９６４号で転用許可を得ているため

（４５１７-４について）。昭和５３年７月１５日より住宅地として使用して
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いるため（４５４８-４について）です。 

        受理番号４３号 申請人 ○○○○、所有者も同一であります。土地の表

示と地積につきましては記載のとおりです。畑から宅地への転用です。転用

年月日は平成６年１０月１０日です。申請理由は、平成６年１０月１０日に

住宅を増築し、以来宅地として利用しているためです。 

        受理番号４４号 申請人 ○○○○、所有者も同一であります。土地の表

示と地積につきましては記載のとおりです。畑から宅地への転用です。転用

年月日は昭和４０年ごろです。申請理由は、昭和４０年ごろより通路及び宅

地として利用し、農地としては利用していないためです。 

        受理番号４５号 申請人 ○○○○、△△△△、○○○○、所有者も同一

であります。土地の表示と地積につきましては記載のとおりです。畑から宅

地への転用です。転用年月日は平成８年より前です。申請理由は、平成８年

に相続により取得して以来、住宅が建っているためです。 

        以上、よろしくお願いします。 

議  長    ただいまの説明について、意見並びに質問ありませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、報告事案でもありますので、以上で報第１号 非農地証明の報

告について、を終わります。 

        次に、報第２号 農地パトロール結果報告について、を議題といたします。

議案の内容について、事務局より説明をお願いします。 

佐藤主査   （挙手） 

議  長    佐藤主査。 

佐藤主査    報第２号 農地パトロール結果報告について。さきに行われました農地パ

トロールの結果についてご報告いたします。 

        ３ページをごらんください。 

        集積・３条の結果報告でございます。こちらのほうには、農地パトロール

の結果、問題ありとなったものを載せてございます。 

        集積については、問題はありませんでした。 

        ３条の結果につきまして、作付なしが３件、一部作付が２件という結果で

ございます。作付なしのうち、１件につきましては非農地証明願が出ており

ましたが、こちらのほうは買受適格証明を受けた後の買受農地ということで

ありまして、非農地証明は不可能であるというふうな回答をしておるところ

です。 

        続きまして、４ページをごらんください。 

        農地の転用、４条・５条につきましてのパトロールの結果でございます。

こちらも問題のあるものを載せてございます。 
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        ４条につきましては１件、５条につきましては１６件、計１７件でござい

ます。うち、工事未着手が４件、事業が完了しているものの完了報告が未提

出のもの、それと完了していますけれども申請内容と異なっているものがご

ざいます。それと、基礎工事中というものが１件ございます。 

        続きまして、５ページをお開きください。 

        こちらにつきましては、遊休農地のパトロールの結果になってございます。

この内容につきましては、７月・８月に農地パトロールを行っていただいた

結果、判定１及び判定２と判定されたものにつきまして、その農地の利用意

向調査を行った件数を載せてございます。合計で９５名、３０９筆で１９３，

７５９．２１㎡、その内訳としまして判定１が７７筆、５９，２２４．００

㎡、判定２が２３２筆、１３４，５３５．２１㎡となっております。 

        なお、さきに皆様のところにお配りしております名簿が利用意向調査の対

象者リストでございます。 

        以上、よろしくお願いいたします。 

議  長    ただいまの説明について、意見並びに質問ありませんか。 

１ ８ 番   （石川正義委員 挙手） 

議  長    石川委員。 

１ ８ 番    １８番石川です。 

        まずは３ページから。№１から５まであるわけなんですが、４番に関して

は私の隣接のところもございます。１番も同じ人なんですが、農業を本当に

やっている人かなというのも疑われます。そういった意味合いでのパトロー

ルの結果が、４番はこのように一部作付でしたが、まだ荒れていると。１番

はどうかと思いますが、やはりこういうような状態ではないかというように

私は思いますが、こういった実際に作付をしていないものに対しては、法の

改正後、会長名あるいは毅然とした態度で臨むということがうたわれており

ますが、今後このような人への対応をどのようにするか、お願いしたいと思

います。 

岩倉補佐   （挙手） 

議  長    岩倉補佐。 

岩倉補佐    今の件に関してですが、特にこの３条に関してはきちんと作付が行われて

いるかどうかの確認をパトロールでしていただいております。その結果を踏

まえまして、まずは担当の農業委員の方が、所有者もしくは耕作者に事情を

聞いていただくと。例えば水はけが悪くて作付ができなかったとか、あと自

然災害により作物が全滅したとか、そういう部分でまずは状況を把握してい

ただくと。その結果を踏まえ、自己都合により何もしなかったという場合に

ついては事務局のほうに報告をしていただき、それに基づいて文書等での指
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導・勧告を行っていくというふうな流れになっております。現場を見ただけ

ではその方の事情等がわかりませんので、まず事情を聞いていただくと。口

頭指導で、例えば来年から作付はしますと、ことしこういう理由でできなか

ったので来年はしますと、その旨に関しては口頭指導で十分かと思われます。

それにも従わなければ、先ほど言いましたように文書等による指導・勧告を

行っていくというふうになります。以上です。 

１ ８ 番   （石川正義委員 挙手） 

議  長    石川委員。 

１ ８ 番    今の件はわかりました。 

        では、４番の窪田に関しては昨年度からこういった意味合いでパトロール

をしながら、そして状況がこうだということもわかっておりますので、早速

この○○さんに関しては会長名、あるいは農業委員会、どのような形になる

かわかりませんが、毅然とした態度を、４番に関してはとっていただきたい

というふうに要望します。 

岩倉補佐   （挙手） 

議  長    岩倉補佐。 

岩倉補佐    内容についてはわかりましたので、事務局のほうで対応させていただきま

す。以上です。 

議  長    そのほか、ありませんか。 

１ ４ 番   （安部輝雄委員 挙手） 

議  長    安部委員。 

１ ４ 番    １４番安部です。 

        それと関連しまして、４条、５条についてはどういう方法でやるのかお伺

いしたいと思います。 

岩倉補佐   （挙手） 

議  長    岩倉補佐。 

岩倉補佐    ４条、５条につきましては、事業完了、１０件ほどございますが、こちら

に関しては本年９月に完了報告を提出するよう文書で指導をしております。

まだ出ていない分がこちらのほうに記載されておりますので、再度文書で催

促を行いたいというふうに考えております。 

        あと、未着手が４件ございますが、こちらについてどのような理由で着手

できないのか、事務局のほうでその旨、文書を差し上げ、回答を求めたいと

いうふうに思っております。 

        例えば５条の５行目、矢来２丁目のアパートの件でありますが、平成２４

年に許可をして、まだ未着手であると。この期間については、うちのほうで

は転用オーケーだという決定をしておりますが、期間についてなるべく早く
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着手するようにとか、その旨は直接指導はしておりません。ただ、申請時に

相手側の希望として普通は許可が出たらすぐ着手して、いついつ完成する予

定だという項目は載っておりますが、その辺については特に今までやってき

ておりませんので、こちらについては今回文書で理由等を出していただくよ

う求めたいというふうに思っております。 

        あと、下から６行目になりますが、まず担当委員のほうで理由等を確認し

ていただきたいと考えております。アパートがなぜ事務所になっているのか、

それともその後ちゃんとアパートにする気があるのかどうか、そちらのほう

について調べていただくことになるかと思います。その内容によって、事務

局でどのような対応をするか考えていきたいというふうに思っております。 

        以上です。 

議  長    よろしいですか。（「はい」の声あり） 

        では、そのほかありませんか。 

１ ８ 番   （石川正義委員 挙手） 

議  長    石川委員。 

１ ８ 番    １８番石川です。 

        続いて、５ページをお願いします。 

        まず１点は窪田の件なんですが、事前にパトロールの結果、３件載ってお

りましたが、この２件は自分なりに転作ということでやっていたというふう

に認識しており、対象人数は１人ではないかと思いますが、この件はどのよ

うになっているか。 

        あと、総体的に９５名の１９町歩という遊休農地なわけですが、果たして

この面積が、農業委員の皆さんに問いかけるわけなんですが、自己保全とい

うものを鑑みた場合においては、今転作が当然なされているわけなんですが、

自己保全イコールというようなことにもなるわけなんですが、余りにも開き

があるのではないかと。自己保全は米沢市全体では３００町歩ぐらいござい

ます。その中においての遊休農地との整合性が余りにも差があり過ぎるとい

うふうに私は思いますが、各委員の皆さんが各地区のパトロールを行った結

果がこれだと思いますが、果たして本当にこの数字なものか。私は山間地の

ほうはわかりませんが、我々もソバ、あるいは大豆というような受委託作業

を行っている関係上、米沢市内には出回っております。そういった形におい

て、この農地を果たして遊休農地というふうに認めるべきなのかという不信

感も抱きますが、他の地区の皆さんにお伺いしますが、本当にこの人数でよ

いものかどうか。ちなみに自己保全の面積を申し上げますが、三沢、田沢に

おいては６４町歩、万世２２町歩、旧市５６町歩、山上３４町歩、まず主立

ったところがこのように大幅な自己保全というのが転作物の細目書に加味さ
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れているのが現状でございます。それと今回行った遊休農地との整合性が果

たしてあるかないか、その辺、委員の方にお願いしたいと思います。 

議  長    今の質問ですが、窪田の対象者、３人の内訳を説明していただきたいとい

うことで、２人に関しては転作……。（「裏にある」の声あり）裏。窪田、○

○○○さん、△△さん、○○さんという内容で、この件に関してはよろしい

ですか。（「いいです」の声あり）ということで、この件に関してはいいので

はないかということです。 

        また、今言われた自己保全との整合性に関してなんですけれども、各地区

の委員さんにお尋ねしたいということでした。５ページの地区ごとにお話を

お伺いしたいと思います。 

        では、上郷地区。代表して。 

４   番   （高橋祐弘委員 挙手） 

議  長    高橋委員。 

４   番    ４番高橋です。 

        今、石川委員のご質問ということで、上郷地区の場合、２号遊休農地、１

４筆の６，１５５㎡、あと１号遊休農地２０筆の８，０３０㎡ということに

なっております。自己保全ということで、結構件数がカウントになっている

土地もございまして、この面積以上に、ここに載っていない畑というか、そ

ういったところの面積が若干出ているかもしれません。畑の場合、山間地の

畑が耕作されていない遊休農地が結構目立っている状況ではございますが、

上郷地区の場合、平場の、ここは耕作してほしいというか、農業委員として

見て、つくってほしいというところを重点的にパトロールを行ったというこ

とで、若干面積が少ない感じになっているところでございます。以上です。 

議  長    では、南原、お願いいたします。代表して。 

６   番   （長谷部秀昭委員 挙手） 

議  長    長谷部委員。 

６   番    南原は突出して人数があるわけですけれども、これには自己保全管理は入

っておりません。２号遊休農地、１号遊休農地と分けてあるわけですけれど

も、耕作できそうだなというのが８筆、あと１５０筆はほとんどこれは再耕

は無理だなという土地です。真面目に調査した結果、こういう結果が出まし

た。 

議  長    では、田沢、三沢地区、お願いします。 

７   番   （中根友裕委員 挙手） 

議  長    中根委員。 

７   番    ７番中根です。 
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        まず、田沢地区２名となっておりますけれども、これは元ＪＡ田沢支店の

道路沿いの目立つところで、田沢地区で判定２のほうが道路、１２１号線で、

柳の木の太いやつとかかなり出ているということで、これを重点的に見まし

て、あと奥のほうは里前の方が転作でいろいろ借りている方もいらっしゃっ

て、それは自己保全ということで、あと簗沢のほうは古畑委員が、奥のほう

まで出した結果結構出ているということで、このような結果になりました。

以上です。 

議  長    保全管理は入っていないと。 

７   番    保全管理は入っておりません。 

議  長    旧市を代表して。 

１ １ 番   （上村貞義委員 挙手） 

議  長    上村委員。 

１ １ 番    １１番上村です。 

        ５ページの農地パトロールの結果、これは遊休農地のほうの調査結果とい

うことだと思うんですが、この中には保全管理は入っていないはずです。保

全管理は抜いた形でこの調査をしましたので、５ページの分はそういうこと

であります。５人ということで、名簿もお手元にあると思うんですが、いず

れの方も面談して、ちょっと話を聞いてみたり、作付を促したり、そういっ

た解消をするようなことを話はするんですが、何せ高齢だったり、後継者が

いなかったり、そういったこともかなり問題がありまして、なかなかうまい

ぐあいに進んでいかないというのが現状でありまして、なかなか改善には結

びついていないというのが現状であります。 

議  長    次に、万世地区。 

１ ７ 番   （大野澤 進委員 挙手） 

議  長    大野澤委員。 

１ ７ 番    １７番大野澤です。 

        万世は２人ということになっていますけれども、堂森善光寺の南側に当た

る並んでいる田んぼですけれども、１人の方は前は部落の人に貸していたと

いうことで、私も全然わからなくて、返されて、体も悪いということで、誰

にも相談なく、木が生えてしまったということで、勝手に、環境に悪いとい

うことだと思いますけれども、重機を使って木を掘り出して、田んぼを部分

的に掘って、根っこなり木の枝なりを埋めた状態で、ちょうど草刈り時期に

私たち、その人の了解を得て刈っています。 

        もう一人の方は、馬とかウサギとかヤギを飼っているものですから、牧草

ではないと思いますけれども、春先は牧草みたいな状況なんですけれども、

何回も草を刈るわけでもないので、部分的に木が茂っているというような状
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況で、保全管理には入っていません。地目は田んぼですけれども、ソバくら

いはできるかなという現状です。 

        以上です。 

議  長    山上はいないので、私のほうからいいですか。 

        当地区においては自己保全管理は入っていないということで、数をつかむ

上で大沢、大小屋等大きい場所があるものですから、その面積は入っていな

いということです。よろしいですか。 

        では、上長井。 

５   番   （二宮啓一委員 挙手） 

議  長    二宮委員。 

５   番    ５番二宮です。 

        今回は２人、場所は県道笹野下矢来線の中間に位置する傾斜地の畑であり

ます。自己保全の田んぼは入っておりません。地域を眺めてみますと、田ん

ぼでかなり荒れている土地もあるわけですが、今後自己保全管理をどう理解

していくのか。自己保全管理といえば、いつでも田んぼに戻せる状態のこと

が保全管理だと私は解釈しております。確認のときに、どこまでを保全管理

として認めるのか、それが今後の問題であり課題ではないかなと思っている

ところでございます。以上です。 

議  長    次に、広幡、お願いいたします。 

２   番   （大橋久芳委員 挙手） 

議  長    大橋委員。 

２   番    大橋です。 

        広幡の場合は、全てが保全管理、とも補償に入っていまして、転作の、ほ

かの人がある程度面積をつくられるためにというような感じで、そういう捉

え方で振興組合の中で進んでいるところもあります。そういうことで、保全

管理という形をかりて、お互い、ほかでよい場所を田んぼにしてというよう

な傾向があると思います。そして、実際保全管理のところに行きますと、機

械が入ってもぬかるとか、非常に作業が困難な場所が多く、そういったとこ

ろに手をつけないでそのままにしてしまって、かなり荒れているというよう

な状況は確かにあります。以上です。 

議  長    では、塩井地区。 

１ ６ 番   （高橋秀治委員 挙手） 

議  長    高橋委員。 

１ ６ 番    １６番高橋です。 

        塩井は４名上がっていますが、そのうち１名が昨日の農事相談の後にこち

らの土地を利用したいということを農協のほうに申し出ている人がいまし
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て、今調整中です。残りは一部土が盛られていたり、草が生えているような

感じで、保全管理にはなっていないと思われます。 

議  長    六郷はゼロですね。 

        では、全地区の状況などをお伺いしたわけですが、大半が入っていないと

いうような状況のようです。これに関して、よろしいですか、石川委員。 

１ ８ 番   （石川正義委員 挙手） 

議  長    石川委員。 

１ ８ 番    委員の皆さん、ありがとうございました。 

        平成２８年度の細目書では、約３００町歩が自己保全ということになって

おるそうです。それと遊休農地がイコールとはいきませんが、委員の皆さん

のご発言のとおり、これにはまだ保全管理が入っていないということでござ

いますので、その辺、今後３０年よりは減反がなくなる云々ということがあ

りますが、これはなくなるというよりも、やはり自分たちでやらなくてはな

らない、しかしその面積の動向というものに対してはこれは必ず出てくると

思いますので、今後の課題ではないかというふうに私は思いますので、この

辺を農業委員としてはしっかりとわきまえるべきではないかというふうに思

います。ここはわかりました。 

        そこで、以前から話をしておりました農業委員、農協、あるいは農林課に

おいての米沢市の農地の面積についてはかなりの開きがございました。３，

８００、４，０００何がしというようなことでございますが、その後事務局

としては、農林課あるいは農協、農業関係との面積の掌握というものに対し

ての何か話し合いがございましたら、この場でお願いしたいと思います。 

岩倉補佐   （挙手） 

議  長    岩倉補佐。 

岩倉補佐    おっしゃるとおり、農林業センサスでは３，０００ヘクタール台、国のほ

うで毎年やっている調査が４，６５０ヘクタール、農家台帳から面積を拾っ

たものが５，１３０ヘクタールほどというふうな、面積がばらばらになって

おります。農林課では、市内の農地面積全部を把握はしておりません。農林

課が把握しているのは、農振のかかっている部分、黄色及びかかっていない

白地の部分、そちらの面積については数字を持っているところであります。

また、農協さんのほうとも調整はまだとっておりません。事務局のほうでも

どの数字が正しいのか、どの数字をもって米沢の農地面積を出せばいいのか、

ただいま検討をしているところであります。ただ、国のほうの４，６５０ヘ

クタール、こちらの数字がいろいろな形で使われている数字と現在なってお

ります。例えば交付税の算定基準、そのほかいろいろなものを国のほうで勘

案する際にこの数字が生きていると。集積率、遊休農地率にはこの面積が使



 

12  

われていると。うちのほうでもきちんとした数字を持ちたいんですが、なか

なか今のところ整理田及び未整理田の各面積をきちんと把握する手だてがあ

りませんので、今後検討をしていきたいというふうに考えております。以上

です。 

１ ８ 番   （石川正義委員 挙手） 

議  長    石川委員。 

１ ８ 番    今の説明でわかったわけなんですが、やはり我々も米沢市の農地という場

合において３，０００から５，０００のこのような開きがあるというのは、

さまざまな面において大変ではないかというふうに思いますので、どのよう

な形でどのような体制、対応でこの面積を掌握するかということを早急にし

なくては、いつまでたっても５，０００、４，０００、３，０００というこ

とでは、今後の農業というものに対してもなかなか厳しいのではないかとい

うふうに思いますので、その辺早急にお願いしたいと思います。我々も早急

に対応というものに対しては協力をしたいと思いますので、よろしくお願い

したいと思います。以上です。 

岩倉補佐   （挙手） 

議  長    岩倉補佐。 

岩倉補佐    おっしゃる部分は重々理解をしておるつもりでございますが、こちらの面

積につきましては１筆ごとにはかる場合相当な経費を要しますし、土地改良

になっている部分についてはある程度の面積で把握ができるのかなというふ

うには思っております。昨年度から市のほうで地積調査が始まりまして、そ

れが約１００年かかると。農地に関しては未整理田のみの調査になるという

ことで、うちのほうでどこからどういうふうに手をつけていいか、また経費

はどのように考えていったらいいのか、その辺なかなか難しい問題がありま

すので、早急にやりたいのはやまやまですが、時間をいただきたいというふ

うに考えております。以上です。 

議  長    最終的な数字というのはなかなか求められないというのが現状だ、実情だ

ということです。よろしいですか。 

        そのほか、皆さん方のほうから何かありませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、報告事案でもありますので、以上で報第２号 農地パトロール

結果報告について、を終わります。 

        次に、議第１号 農地法第１８条第１項第２号該当による同条第６項の通

知について、を議題といたします。議案の内容について、事務局の説明をお

願いします。 

水谷主査   （挙手） 
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議  長    水谷主査。 

水谷主査    議第１号 農地法第１８条第１項第２号該当による同条第６項の通知につ

いて。このことについて、農地の賃貸借の合意による解約が成立したと下記

のとおり通知があったので、その確認を得るため委員会に付議いたします。 

        受理番号５４号から６２号までの計９件です。申請人及び土地の表示は記

載のとおりです。筆数及び地積は、田２８筆 ４２，８６２㎡、畑１筆 ５

０９㎡、計２９筆 ４３，３７１㎡です。 

        受理番号５４号 貸人 ○○○○ 相続人 △△△△、借人 ○○○○、

土地の表示と地積につきましては記載のとおりです。解約事由は別人との賃

貸借するためです。 

        受理番号５５号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。解約事由は別人へ所有権移転するためです。 

        受理番号５６号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。解約事由は農地中間管理事業へ出すためで

す。 

        受理番号５７号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。解約事由は借人へ所有権移転するためです。 

        受理番号５８号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。解約事由は借人へ所有権移転するためです。 

        受理番号５９号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。解約事由は別人へ賃貸借するためです。 

        受理番号６０号 貸人 ○○○○ 相続人 △△△△、借人 ○○○○、

土地の表示と地積につきましては記載のとおりです。解約事由は借人へ所有

権移転するためです。 

        受理番号６１号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。解約事由は別人と賃貸借するためです。 

        受理番号６２号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。解約事由は貸人が自作するためです。 

        以上、ご審議のほうよろしくお願いいたします。 

議  長    ただいまの説明について、意見並びに質問ありませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、議第１号 農地法第１８条第１項第２号該当による同条第６項

の通知について、議案書のとおり確認することに異議ありませんか。 

全 委 員    異議なし。 

議  長    異議がないので、議第１号 農地法第１８条第１項第２号該当による同条

第６項の通知について、議案書のとおりであることを確認いたしました。 
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        次に、議第２号 農地法第３条第１項の規定による許可について、を議題

といたします。 

        それでは、受理番号８９号から９７号までを上程いたします。 

        議案の内容について、事務局より説明をお願いします。 

水谷主査   （挙手） 

議  長    水谷主査。 

水谷主査    議第２号 農地法第３条第１項の規定による許可について。下記農地につ

いて、農地法第３条第１項の許可申請があったので、その可否を求めます。 

        受理番号８９号から９７号までの計９件です。申請人及び土地の表示は記

載のとおりです。筆数及び地積は、田２４筆 ３７，１４１㎡、畑３筆 １，

２１７㎡、計２７筆 ３８，３５８㎡です。 

        受理番号８９号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。申請事由は相手方の要望による賃貸借です。 

        受理番号９０号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。申請事由は相手方の要望による賃貸借です。 

        受理番号９１号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。申請事由は相手方の要望による売買です。 

        受理番号９２号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、○○○○、土地の表

示と地積につきましては記載のとおりです。申請事由は相手方の要望による

売買です。 

        受理番号９３号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。申請事由は相手方の要望による賃貸借です。 

        受理番号９４号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。申請事由は相手方の要望による賃貸借です。 

        受理番号９５号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。申請事由は相手方の要望による売買です。 

        受理番号９６号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。申請事由は相手方の要望による売買です。 

        受理番号９７号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。申請事由は相手方の要望による賃貸借です。 

        以上、ご審議のほうよろしくお願いいたします。 

議  長    この件について調査された委員は、調査結果について説明してください。 

        では、８９号。 

１ ６ 番   （高橋秀治委員 挙手） 

議  長    高橋委員。 

１ ６ 番    １６番高橋です。 
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        ８９号についてご説明します。 

        貸人の○○○○さんにお話を聞いてきました。この８９号以外の○○さん

の土地は、今回塩井地区で土地改良が行われている場所にありまして、去年

とことしで工事中のところであります。工事終了後は、そちらの農地を土地

改良の担い手に集積してもらうということで、これを機に今回８９号の場所

を隣接する△△△△さんにつくっていただいて、来年度から水稲の作付をや

めるというお話を聞いてきましたので、よろしくお願いします。 

議  長    では、９０号。 

７   番   （中根友裕委員 挙手） 

議  長    中根委員。 

７   番    ７番中根です。 

        受理番号９０号と９７号をご説明いたします。 

        ９０号は古畑委員の案件でございまして、農事相談の折に聞いたところ、

相手方の要望で賃貸借ということで、問題ないとのことです。 

        次に９７号、○○○○さんに電話で聞いたところ、相手方の要望で賃貸借

ということで、問題ないです。よろしくお願いします。 

議  長    では、９１号。 

９   番   （鈴木孝一委員 挙手） 

議  長    鈴木委員。 

９   番    受理番号９１号と９２号につきまして報告させていただきます。 

        調査された方は遠藤委員でございます。 

        ９１号につきましては、○○○○さんの畑が△△さんの持っている畑と隣

接している関係から、相手方の要望で売買に至ったということでございます。 

        ９２号につきましては、○○氏の圃場が売買によって処分された分を△△

さんより代替地ということで求められたということでございまして、何ら差

し支えないという遠藤委員の報告でございました。 

        以上でございます。 

議  長    では、９３号。 

３   番   （佐藤健一委員 挙手） 

議  長    佐藤委員。 

３   番    ３番佐藤です。 

        ９３号をご説明申し上げます。 

        この案件については、小関委員の担当でありまして、農事相談の折、小関

委員からの説明を受けております。○○○○さんが経営を縮小して、△△△

△さんにお貸しするという形で、同じ集落の中の方ということで、田んぼに
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ついても自宅の近くということで、特に問題ないということでありますので、

よろしくお願いいたします。 

議  長    では、９４号。 

１ ０ 番   （佐久間英之委員 挙手） 

議  長    佐久間委員。 

１ ０ 番    １０番佐久間です。 

        ９４号についてご説明申し上げます。 

        借人の○○○○さんにお話を聞いてまいりました。先ほどの１８条で、５

９号での解約に伴います貸借ということで、問題はありません。よろしくお

願いします。 

議  長    ９５号。 

４   番   （高橋祐弘委員 挙手） 

議  長    高橋委員。 

４   番    ４番高橋です。 

        受理番号９５号についてご説明申し上げます。 

        この案件につきましては、手塚隆委員の担当でございまして、手塚委員の

お話によりますと、○○さん、△△さんの畑が隣接地ということで、今回○

○さんが整理したいということで、△△さんに買ってもらうということでの

売買でございます。何も問題ないと思われますので、ご審議よろしくお願い

します。 

議  長    では、９６号。 

２   番   （大橋久芳委員 挙手） 

議  長    大橋委員。 

２   番    ２番大橋です。 

        これは佐藤利夫委員の案件でございますが、農事相談の折に説明を受けま

したので、ご説明申し上げます。 

        先ほど解約のあった案件でございまして、今まで○○○○さんがつくって

いましたが、今回売買によって○○○○さんが求めるということになったよ

うでございます。特に問題ありませんので、よろしくお願いします。 

議  長    それでは、受理番号８９号から９７号までについて、意見並びに質問あり

ませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、受理番号８９号から９７号までについて、許可することに異議

ありませんか。 

全 委 員    異議なし。 

議  長    異議がないので、受理番号８９号から９７号までについて、許可すること
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に決定いたしました。 

        次に、議第３号 事業計画変更申請について、を議題といたします。 

        それでは、受理番号９号を上程いたします。 

        議案の内容について、事務局より説明をお願いします。 

渡部主事   （挙手） 

議  長    渡部主事。 

渡部主事    議第３号 事業計画変更申請について。下記のとおり事業計画を変更した

いと申請があったので、農業委員会に付議します。 

        受理番号９号、許可年月日は平成２４年８月６日、指令農委第１８号で農

地法第５条の許可を得ております。当初計画者、住所は○○○○、△△△△、

代表取締役 ○○○○。承継者、住所は△△△△、○○○○、代表取締役 △

△△△。土地の表示、事業計画、理由等については記載のとおりです。 

        以上、よろしくお願いします。 

議  長    ただいまの受理番号９号について、意見並びに質問ありませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、受理番号９号については変更することを条件に承認することに

異議ありませんか。 

全 委 員    異議なし。 

議  長    異議がないので、受理番号９号については、変更することを条件に承認す

ることに決定いたしました。 

議  長    次に、議第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について、を

議題といたします。議案の内容について、事務局の説明をお願いします。 

渡部主事   （挙手） 

議  長    渡部主事。 

渡部主事    議第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について。下記農地

について、農地法第５条第１項の規定による許可申請があったので、その可

否を求めます。 

        受理番号３７号、及び３９号から４１号の計４件です。田１筆 ３７６㎡、

畑４筆 ９０３㎡、合計５筆 １，２７９㎡でございます。 

        受理番号３７号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。転用事由は一般住宅の建設です。こちらは

１種農地（集落接続）です。 

        受理番号３９号 渡人 ○○○○、△△△△、受人 ○○○○ （代）△

△△△、土地の表示と地積につきましては記載のとおりです。転用事由は建

売分譲（２棟）の建設です。こちらは３種農地で、都市計画法の用途地域内

です。 
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        受理番号４０号 渡人 ○○○○、受人 △△△△ （代）○○○○、土

地の表示と地積につきましては記載のとおりです。転用事由は太陽光発電設

備の設置です。こちらは第２種農地で、中山間地の小集団の農地です。 

        受理番号４１号 渡人 ○○○○、△△△△、受人 ○○○○、△△△△、

土地の表示と地積につきましては記載のとおりです。転用事由は共同墓地敷

地の拡張です。こちらは第３種農地で、都市計画法の用途地域内です。 

        以上、よろしくお願いいたします。 

議  長    この件について調査された委員は、調査結果について説明してください。 

        それでは、継続案件の受理番号３７号と、３９号から４１号を上程いたし

ます。 

        では、３７号。 

３   番   （佐藤健一委員 挙手） 

議  長    佐藤委員。 

３   番    ３番佐藤です。 

        先月の部会からの継続審議になりました３７号についてご説明を申し上げ

ます。 

        前回は、５条の申請ということで、農振から外れている１種農地というこ

とでの申請でありましたけれども、継続審議の中で隣接者から話を伺いまし

た。今回の申請地の隣接者は、転用することについては承認している状況の

ようであります。問題になった集落接続でありますけれども、ちょうど今回

の申請地については１枚の田んぼを半分に分筆をしての申請ということであ

りました。特に西側のほうからの用水、田んぼを作付するための水が入って

くる場所が西側、特に現在農道があるわけですけれども、それの隣からのか

けごしでの田んぼということでございまして、私が確認した当時、西側の塩

井地区の土地は測量者が測量していたということでありまして、所有者につ

いては求められる○○さんからの要望もありまして、その場所の５条の申請

を現在進めている中身であるようであります。特に道路沿いでありますから、

奥の田んぼの作付をするためにはきちんと通路が確保されていないと困るわ

けでありますけれども、その境に現在農道ということで、両サイドの田んぼ

の所有者の土地をつぶして、管理するための道路に現在なっております。今

回の申請に伴って、北側の田んぼの方には迷惑をかけないようにということ

で、その道路を若干拡幅した中で管理できるようにすることを前提にしてい

るということでありました。特に申請の場所の道路を挟んだ西側についても、

現在貸家という状況で建物があるわけなので、田んぼを未整理ということで、

私個人としては転用については問題ないというふうに判断しておりますけれ



 

19  

ども、隣接者の方についても同意されているということでございますので、

なお審議方よろしくお願いしたいと思います。 

議  長    では、３９号。 

８   番   （高橋信夫委員 挙手） 

議  長    高橋委員。 

８   番    ８番高橋です。 

        ３９号、４１号についてご説明申し上げます。 

        まず３９号ですが、場所は通町４丁目地内に位置しております。１２月６

日に現地を確認し、渡人の○○さんにお会いしてお話を伺ってきました。受

人の△△△△がこの土地を買い取り、建売住宅の建設を行うということです。

事前着工等はありませんでした。問題ないと思われます。 

        続きまして、４１号は通町８丁目地内に位置しております。１２月６日に

現地確認をし、受人の○○○○さんにお会いしてお話を伺ってきました。こ

の受人の△△さんと○○さんは共同墓地の役員をしております。この土地を

△△さんから買い求め、共同墓地敷地の拡張をし、駐車場を整備するという

ことです。事前着工等はございませんでした。問題ないと思われます。よろ

しくお願いします。 

議  長    では、４０号。 

１ ７ 番   （大野澤 進委員 挙手） 

議  長    大野澤委員。 

１ ７ 番    １７番大野澤です。 

        受理番号４０号をご説明申し上げます。 

        去る１２月７日、渡人の○○氏と電話で確認しました。○○氏は、１０年

ほど前に市内に引っ越され、それ以来畑を耕作していないということで、受

人の△△△△さんのほうに譲り渡し、太陽光発電設備の設置ということで、

事前着工もなく、何ら問題ないと思われます。よろしくお願いしたいと思い

ます。 

議  長    ただいまの継続案件の受理番号３７号、受理番号３９号から４１号につい

て、意見並びに質問ありませんか。 

２   番   （大橋久芳委員 挙手） 

議  長    大橋委員。 

２   番    ３７号についてですが、前回からの継続案件ということで話が進んできま

したが、３ブロックのほうでもかなりもめました。それで、この地図を見て

いただくとわかるとおり、北側に結構な農地があるということで、まだ水路

等の整備がなっていないということも考え、ここだけ進んでいくとこれから

の優良農地としての確保が困難になるというような気がします。あと、集落
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の接続ということで考えますと、なかなかその要件は満たしていないのでは

ないかなと私は感じました。この３７号については、不許可という形のほう

がよいのではないかというような気がします。 

議  長    そのほか、質問、意見等ございませんか。 

１ ８ 番   （石川正義委員 挙手） 

議  長    石川委員。 

１ ８ 番    １８番石川です。 

        補足説明をさせていただきますが、ちょうど申請場所の向かい、△△△△

とあるところの道路を挟んだこの農道が塩井との境ということでございます。

そういった意味合いで、左側が塩井、今の申請が中田、通称窪田地区という

形になって、境になっているということでございます。左側のほうの住宅が

あるところ、○○さん、△△さん、これに対しては今も開発余地があるとい

うことでございますが、右側の中田地区では△△△△、△△△△、その辺ま

でしかなっていないということで、今お話のとおり道路から北側、△△△△

あたりまでが農地という形で全然何も建物は建っていない状況でございます。

そういった意味合いから、当然我々のブロック会でも議論を重ねた結果、今

佐藤委員、そしてまた大橋委員のお話のとおりでございますが、こういった

物件は多分ほかの地区でも今後出る可能性があるであろうという関係から、

我々は部会のほうに委ねると。そしてまた部会の皆さんの意見を拝聴しなが

ら推移を見守りたいというような形に第３ブロックではなったわけでござい

ますので、皆さんのご意見を拝聴したいと思います。以上です。 

議  長    ただいまの石川委員からのご意見に関して、質問、意見等ございませんか。 

１ ４ 番   （安部輝雄委員 挙手） 

議  長    安部委員。 

１ ４ 番    １４番安部です。 

        ３７号の件ですが、ちょっと塩井、東町のほうに行く用があったものです

から、ここを通ってみました。ちょうど３７号の右のほう、これは本当は田

んぼのはずなんですが、今豆か何かの畑になっているようです。なぜ畑にな

っているのかなということで、いろいろ中に入ってみたところ、水のかかる

ところがないと。佐藤委員がおっしゃったように、水がかけられないという

ような状況の場所のようです。この辺は基盤整備もやっていない、どうして

しなかったのかわからないわけですが、恐らく将来この辺は全部住宅なりな

んなりのことで、除外地になったのかなというふうに見てきました。以上で

す。 

議  長    そのほか、ありませんか。 

１ ５ 番   （伊藤精司委員 挙手） 
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議  長    伊藤委員。 

１ ５ 番    １５番伊藤です。 

        さっき佐藤委員のほうから隣接の方の意見を、許可してもいいだろうとい

うような話をお聞きしたわけですが、そのほかに担い手というか、この辺に

行って耕作している若い人の話等は聞かなかったかどうかお聞きしたいし、

春作業とかで掘り上げとかそういったときに将来は基盤整備でもしたいなと

いうような話とか、そういった話はないかどうか、わかれば教えていただき

たいと思います。 

議  長    では、佐藤委員、お願いします。 

３   番    隣接というか、この奥の場所の現在の耕作の状況でありますけれども、お

おむね半分近くが豆関係での転作地になっております。実際田んぼとして作

付しているのは○○君が主体で、大半が小作、借り受けをしての作付の現状

であります。特に今まで基盤整備が進まないというか、その所有者自体は田

んぼの作付というか稲作そのものをやめている方が大半ということで、いず

れも賃貸でほかの方に作付を任せているという現状であります。特に水路の

関係も整備されていなくて、○○君の話ですと相当上から長い距離の水路を

上げてこないと、将来的には作付はできなくなるというような考えもあるよ

うですけれども、今のところ何とか水も来ているので、一部作付をしている

という現況であります。 

１ ５ 番   （伊藤精司委員 挙手） 

議  長    伊藤委員。 

１ ５ 番    わかりました。そういうことで、結局生産性が低いということで、田んぼ

でなくて、水もかかりづらいということで転作しているんだと思います。だ

から、地元の委員の人が周辺の土地所有者の話を聞いて、将来的にここは転

用をかけて宅地なり商業地にしていくんだということであれば、私は本当は

どうせするなら団地的に開発するとかして、有利に開発したほうがいいと思

うんだけれども、地元の方が生産性が低いということで認めていいというな

ら、私はいいと思います。以上です。 

議  長    そのほか、皆さん方のほうからございませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、継続案件の受理番号３７号と、受理番号３９号から４１号につ

いて許可することに異議ありませんか。 

１ ８ 番   （石川正義委員 挙手） 

議  長    石川委員。 

１ ８ 番    １８番石川です。 

        このままですと許可ということになるわけなんですが、農事相談の折に提
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案をしたのが、まだ出ておりませんでしたが、今の３７号でなくて３７号の

左側、同じ○○○○さんの田ということで、先ほども言った塩井と窪田のち

ょうど境という関係から、左側のほうは今後塩井地区のほうで住宅の余地が

あるというような話でございました。そこで、何遍も話をしておりますが、

ここにある農道が境でありますので、今の３７号の農地の左側、これも同じ

○○さんですので、農事相談の折にはじゃあ見ばえのよい、そしてまた区切

りよくしてもらうためには、今の斜線の３７号でなくて、その左側の田んぼ

を再度申請させてはどうかということも出ましたので、それも皆さんにご検

討いただきたいと思います。 

議  長    今後、この周辺において転用申請等がございましたら、許可というような

ことをお願いしたいということでしょう、石川委員。 

３   番    現在地でなく、左側の空き地で申請すれば許可をすると。だから、そうい

うふうに移してもらえないかという石川委員のお話。 

１ ８ 番    塩井のほうが宅地になるから、そうするとつながって申請ということにな

るけれども、窪田の委員としては何でこんな真ん中を申請したのかというこ

とになるから、農地で申請を許可する前に、この中間ではだめだから、左側

を再度申請しろと、それでよかったらば許可するというようなことも出たも

のだから、再度皆さんにお示しをしたところです。 

議  長    場所を変えろという意味だね。 

        では、しばし休憩を挟んで、部会を協議会にかえて話を進めていきたいと

思います。 

 

                 協  議  会                  

 

議  長    継続案件の受理番号３７号に関しては、皆さん方の意見を聞いて、決定し

ました。 

        受理番号３９号から４１号について、質問、意見等ございませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないということで、継続案件の受理番号３７号と受理番号３９号から４１

号について、許可することに決定いたしました。 

        次に、議第５号 農用地利用集積計画について、を議題といたします。 

        それでは、受理番号１号から２３号を上程いたします。 

        議案の内容について、事務局の説明をお願いします。 

佐藤主査   （挙手） 

議  長    佐藤主査。 

佐藤主査    議第５号 農用地利用集積計画について。農業経営基盤強化促進法第１８
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条第１項の規定により委員会に付議いたします。 

        本議案につきましては、受理番号１号から２３号までの計２３件でござい

ます。内訳は、中間管理機構特例事業による所有権移転売買１件、中間管理

事業による賃貸借権の設定が５件、相対による所有権移転売買が１０件、新

規の賃貸借権の設定が４件、再設定が３件でございます。この筆数、地積に

つきましては、田１１７筆 ２８０，１７３．００㎡、畑６筆 ５，１２１．

００㎡、合計１２３筆 ２８５，２９４．００㎡でございます。 

        受理番号１号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の詳細につきまし

ては記載のとおりです。本件は農地中間管理機構特例事業（一括支払い）に

よる売買です。 

        受理番号２号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の詳細につきまし

ては記載のとおりです。本件は相対による売買です。 

        受理番号３号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の詳細につきまし

ては記載のとおりです。本件は相対による売買です。 

        受理番号４号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の詳細につきまし

ては記載のとおりです。本件は相対による売買です。 

        受理番号５号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の詳細につきまし

ては記載のとおりです。本件は相対による売買です。 

        受理番号６号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の詳細につきまし

ては記載のとおりです。本件は相対による売買です。 

        受理番号７号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の詳細につきまし

ては記載のとおりです。本件は相対による売買です。 

        受理番号８号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の詳細につきまし

ては記載のとおりです。本件は相対による売買です。 

        受理番号９号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の詳細につきまし

ては記載のとおりです。本件は相対による売買です。 

        受理番号１０号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による売買です。 

        受理番号１１号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による売買です。 

        受理番号１２号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借です。 

        受理番号１３号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借です。 

        受理番号１４号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借です。 
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        受理番号１５号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借です。 

        受理番号１６号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は農地中間管理事業による賃貸借です。 

        受理番号１７号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は農地中間管理事業による賃貸借です。 

        受理番号１８号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は農地中間管理事業による賃貸借です。 

        受理番号１９号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は農地中間管理事業による賃貸借です。 

        受理番号２０号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は農地中間管理事業による賃貸借です。 

        受理番号２１号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借の再設定です。 

        受理番号２２号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借の再設定です。 

        受理番号２３号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借の再設定です。 

        各案件とも、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たして

いると考えます。 

        なお、相対による所有権移転売買におきまして、ごらんいただきたいんで

すが、「賃借料又は対価」の欄の１０アール当たりの金額につきまして、約何

円という記載をしているものにつきましては、議案書に記載する表現として

不適切と考えますので、次回からは総額契約のものについては総額表示とし

たいと思います。 

        以上、ご審議よろしくお願いいたします。 

議  長    ただいまの説明について、意見並びに質問ありませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、受理番号１号から２３号について、議案書のとおり米沢市が計

画書を作成することに異議ありませんか。 

全 委 員    異議なし。 

議  長    異議がないので、受理番号１号から２３号について、議案書のとおり米沢

市が計画書を作成することに決定いたしました。 

        次に、議第６号 土地改良事業参加資格交替の承認について、を議題とい

たします。 

        それでは、受理番号１号から４号を上程いたします。 
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        議案の内容について、事務局の説明をお願いします。 

佐藤主査    (挙手) 

議  長    佐藤主査。 

佐藤主査    議第６号 土地改良事業参加資格交替の承認について。土地改良法施行規

則第４条第２項において準用する同規則第２条第２項の規定により、委員会

に付議いたします。 

        本件は、さきの農地法３条及び集積計画によるものでございます。 

        受理番号１号から４号までの計４件で、この筆数、地積につきましては田

のみ１５筆 ３３，６３５．００㎡、よって合計も同一でございます。 

        受理番号１号 取得者 ○○○○、喪失者 △△△△、土地の表示と地積

につきましては記載のとおりです。申出の理由は集積計画による賃借権設定

（期間借地）です。 

        受理番号２号 取得者 ○○○○、喪失者 △△△△、土地の表示と地積

につきましては記載のとおりです。申出の理由は集積計画による賃借権設定

（期間借地）です。 

        受理番号３号 取得者 ○○○○、喪失者 △△△△、土地の表示と地積

につきましては記載のとおりです。申出の理由は農地法による賃借権設定（期

間借地）です。 

        受理番号４号 取得者 ○○○○、喪失者 △△△△、土地の表示と地積

につきましては記載のとおりです。申出の理由は農地法による賃借権設定（期

間借地）です。 

        以上、ご審議よろしくお願いします。 

議  長    ただいまの説明について、意見並びに質問ありませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、受理番号１号から４号について、議案書のとおり承認すること

に異議ありませんか。 

全 委 員    異議なし。 

議  長    異議がないので、受理番号１号から４号について、議案書のとおり承認す

ることに決定いたしました。 

        次に、議第７号 相続税の納税猶予に関する農業経営証明について、を議

題といたします。 

        それでは、受理番号１号と２号を上程いたします。 

        議案の内容について、事務局の説明をお願いします。 

水谷主査   （挙手） 

議  長    水谷主査。 
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水谷主査    議第７号 相続税の納税猶予に関する農業経営証明について。農地の相続

に係る相続税の納税猶予の適用の更新をするため、引き続き農業経営を行っ

ていることの証明願があったので、農業委員会の可否を求めます。 

        受理番号１号、２号の計２件です。 

        受理番号１号 申請人 ○○○○ △△△△、被相続人 ○○○○、相続

年月日 平成１６年２月１６日。 

        受理番号２号 申請人 ○○○○ △△△△、被相続人 ○○○○、相続

年月日 平成１３年２月１７日。 

        以上、よろしくお願いいたします。 

議  長    この件について調査された委員は、調査結果について説明してください。 

        それでは、受理番号１号と２号を上程いたします。 

        では、受理番号１号。 

８   番   （高橋信夫員 挙手） 

議  長    高橋委員。 

８   番    ８番高橋です。 

        １号についてご説明申し上げます。 

        米沢市花沢町の○○○○さん。この方は田んぼも畑も全て作付しておりま

す。農業経営を行っております。問題ないと思われます。よろしくお願いし

ます。 

議  長    では、２号。 

３   番   （佐藤健一委員 挙手） 

議  長    佐藤委員。 

３   番    １２月３日に○○さんの自宅に出向きまして、内容を確認してまいりまし

た。△△さんから相続された農地については、農地として活用しているとい

うことで、全筆耕作している状況でありますので、特に問題ないと判断をし

ますので、よろしくお願いします。 

議  長    ただいまの受理番号１号と２号について、意見並びに質問ありませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、議第７号 相続税の納税猶予に関する農業経営証明について、

証明相当とすることに異議ありませんか。 

全 委 員    異議なし。 

議  長    異議がないので、議第７号 相続税の納税猶予に関する農業経営証明につ

いて、証明相当とすることに決定いたしました。 

        次に、議第８号 米沢農業振興地域整備計画の変更について、を議題とい

たします。 

        議案の内容について、事務局の説明をお願いします。 
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渡部主事   (挙手) 

議  長    渡部主事。 

渡部主事    議第８号 米沢農業振興地域整備計画の変更について。米沢農業振興地域

整備計画について、農業振興地域の整備に関する法律第１３条第１項の規定

により別紙のとおり変更するため、同法施行規則第３条の２の規定により平

成２８年１１月２８日付で米沢市長から意見を求められたので、委員会に付

議いたします。 

        なお、変更の詳細につきましては農林課の担当からご説明いたします。 

農 林 課    米沢市農林課の齋藤裕太と申します。 

        私のほうから、今回の除外要望の概要について説明をさせていただきます。 

        横長の除外要望一覧表の流れに沿ってご説明をさせていただきますので、

ごらんいただければと思います。 

        まず、図面番号１番、笹野町の除外申請となります。地目につきましては

原野、除外面積については５８２．２７㎡となっております。農用地から白

地への変更となります。除外の目的につきましては、住宅の設置、既存住宅

の建てかえとなります。延べ床面積については１４１．６０㎡、要望者は△

△△△さんです。ほかの土地利用計画との関連につきましては、都市計画区

域無指定となっております。農業関連事業の投資状況についてはございませ

ん。図面番号１番につきましては以上となります。 

        続きまして、図面番号２番、下新田の除外申請につきまして説明させてい

ただきます。地目につきましては畑となっております。除外面積は８９４㎡、

農用地から白地への変更となります。除外の目的は住宅等の設置、こちらも

既存住宅の建てかえとなります。住宅面積は１０７．６５㎡、車庫、物置の

面積が５６．６２㎡となっております。要望者は○○○○さんです。ほかの

土地利用計画との関連につきましては、都市計画区域無指定となっておりま

す。農業関連事業の投資状況についてはございません。図面番号２番につい

ての説明は以上となります。 

        続きまして、３番、窪田町窪田の除外申請となります。地目につきまして

は畑となっております。除外面積が２５０㎡、農用地から白地への変更とな

ります。除外の目的につきましては、住宅等の設置、こちらは申請者の息子

さんの住宅を建設するための設置となります。住宅の延べ床面積につきまし

ては１３３．６１㎡、カーポート約３３㎡となっております。要望者は○○

○○さんです。ほかの土地利用計画との関連につきましては都市計画区域無

指定、農業関連事業の投資状況についてはございません。３番についての説

明は以上となります。 
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        続きまして、図面番号４番、竹井の除外申請となります。地目については

原野です。除外面積は１１，５８３㎡、農用地から白地への変更となります。

除外の目的については、太陽光発電設備の設置となっております。要望者は

○○○○となっております。ほかの土地利用計画との関連につきましては都

市計画区域無指定、農業関連事業の投資状況についてはございません。４番

の説明については以上となります。 

        除外要望最後の５番は、大字川井、３筆の除外申請となります。地目は、

１筆は畑、残りの２筆は宅地となります。除外面積につきましては６２６㎡、

農用地から白地への変更となります。除外の目的は、駐車場の設置です。要

望者は○○○○となっております。ほかの土地利用計画との関連につきまし

ては都市計画区域無指定、農業関連事業の投資状況はございません。№５の

説明については以上となります。 

        続きまして、用途変更が１件来ております。 

        １６ページに用途区分の変更一覧表がございますので、ごらんください。 

        大字上新田の１５筆の用途区分の変更の申請となります。地目は田んぼと

なります。用途変更面積が３６，４９２㎡、農用地から農業用施設用地への

変更となります。除外の目的については、牛舎等の設置です。要望者は、○

○○○となっております。ほかの土地利用計画との関連につきましては都市

計画区域無指定、農業関連事業の投資状況としましては、梓川地区団体圃場

整備事業、米沢平野二期地区国営かんがい排水事業の該当地域となっており

ます。 

        説明に関しては以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

議  長    ただいまの米沢農業振興地域整備計画の変更について、質問ありませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、議第８号 米沢農業振興地域整備計画の変更について、異議あ

りませんか。 

全 委 員    異議なし。 

議  長    異議がないので、当該計画の変更に異議がなかったことを米沢市長に回答

することに決定いたしました。 

        次に、議第９号 農地中間管理事業に係る農用地利用配分計画（案）につ

いて、を議題といたします。議案の内容について、事務局から説明をお願い

します。 

渡部主事   (挙手) 

議  長    渡部主事。 

渡部主事    議第９号 農地中間管理事業に係る農用地利用配分計画（案）について。

農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第２項の規定により、別紙の
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マッチング案に基づいて農用地利用配分計画（案）を作成するため、平成２

８年１２月５日付で米沢市長から意見を求められたので委員会に付議いたし

ます。 

        次のページをごらんください。 

        １８ページから１９ページにかけてがマッチング案でございます。前回の

農地部会で見ていただいたものと若干の修正がございますので、確認いただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

議  長    ただいまの説明について、意見並びに質問ありませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、議第９号 農地中間管理事業に係る農用地利用配分計画（案）

について、異議がなかったことを米沢市長に回答することに異議ありません

か。 

全 委 員    異議なし。 

議  長    異議がないので、議第９号 農地中間管理事業に係る農用地利用配分計画

（案）について、異議がなかったことを米沢市長に回答することに決定いた

しました。 

        以上で本日提案いたしました議案について全て審議終了しましたが、ほか

に何かありませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないようですので、これで第２９回農地部会を閉会いたします。 

        大変ご苦労さまでした。 

 

閉  会   午後４時５０分 

 



 

30  

以上、会議の顛末を記載し、相違ないことを認め、ここに署名する。 

 

  平成２８年１２月９日（金） 

 

   米沢市農業委員会 

 

      農地部会長 

                                      

 

      議事録署名委員 
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